
○つくばみらい市定例教育委員会（平成２８年 ４月） 

 

１ 日時    平成２８年 ４月２８日（木） 午前１０時００分から 

２ 場所    つくばみらい市役所教育委員会庁舎２階会議室 

３ 出席委員  委員長       中島 正志 

職務代理者     久下 伸子 

委員        直井 修三 

教育長       石塚 眞典 

４ 欠席委員  委員        八島 秀仁 

５ 出席職員  教育部長      井波 進 

学校教育課長    飯泉 勝宏 

学校教育課課長補佐 小林 弘幸 

学校教育課課長補佐 天神 信光 

教育指導室指導室長 長塚 和徳 

生涯学習課長    木川 眞 

６ 傍聴人   なし 

７ 審議事項  議案第１７号 つくばみらい市スポーツ推進委員の委嘱について 

        議案第１８号 要保護・準要保護の認定について 

        議案第１９号 陽光台小学校児童数増に伴う対応策について 

報告第 ９号 区域外就学について 

報告第１０号 後援申請について 

８ 議事 

中島委員長 
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【平成２８年 ４月定例教育委員会の開会宣言】 

【あいさつ】 

 先日私事ですが、常陸大宮へ行って参りました。紙すきをしているとこ

ろがあります。その、西ノ内紙の大福帳は水にも強く修復できるものだそ

うです。今でも工芸品などに使用されている。昔ながらの伝統を引き継い

でいるものは大事な事のだと思います。我々、教育の現場でも新しいもの

だけでなく昔のいいものを引き継いでいくという事も大事であると考えま

した。 

本日もよろしくお願い致します。 

【教育長の報告】 

・入学式・入園式等年度初めの行事について 

・小学校全校音楽の先生配置について 

・運動会・陸上競技大会等今後の行事について 

・計画訪問案について 

【中島委員長が議長になり議事を進行】 

議案第１７号「つくばみらい市スポーツ推進委員の委嘱について」説明お

願いします。 
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天神学校教育課長補佐 
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久下委員 

井波教育部長 

議案第１７号「つくばみらい市スポーツ推進委員の委嘱について」資料に

基づき説明する。 

質疑を諮る。 

異議なし。 

よろしいでしょうか。 

議案第１７号「つくばみらい市スポーツ推進委員の委嘱について」原案の

とおり承認します。 

続きまして、議案第１８号「要保護・準要保護の認定について」お願いし 

ます。 

議案第１８号「要保護・準要保護の認定について」報告第９号「区域外就 

学は、個人情報が含まれますので秘密会でお願いします。 

議案第１８号「要保護・準要保護の認定について」合わせて、報告第９号

「区域外就学について」秘密会で進めさせていただきます。 

（傍聴人無し） 

それでは説明お願いします。 

議案第１８号「要保護・準要保護の認定について」資料に基づき説明する。 

以下、非公開 

議案第１号「準要保護の認定について」原案のとおり承認します。 

続きまして、議案第１９号「陽光台小学校児童数増に伴う対応策について」

説明お願いします。 

議案第１９号「陽光台小学校児童数増に伴う対応策について」資料に基づ

き説明する。 

質疑を諮る。 

私はＢ案しかないのかなと思います。デメリットのところで通常の工事よ

り日数を要すという事ですが、どれくらいかかるのでしょうか。授業に差

し障るのでしょうか。 

通常ですと夏休みに工事を終わらせたいのですが、それでは終わらず、土

日、土日とかかってしまうという事になります。授業をしている時は工事

出来ませんので条件を付けるとどうしても日程が長引くことになります。 

土日と夏休みを利用すれば工事が完了するという事でしょうか。 

はい。 

それなら安心しました。 

Ｃ案は考えられない。これも一つの方法だと思いますが、デメリットが余

りにも大きすぎる。保護者の心配が大きい。プレハブもお金が掛かる。 

Ｂ案が一番現実的かなと思います。 

Ａ案・Ｃ案については検討するにも問題が大きいのかなと思います。Ｂ案

で検討するともっと細かいところまで検討する事になるのでしょうか。 

Ｂ案にしたときの収容人数は何人になりますか。 

１，４００人です。平成２９年度推移では１，２８２人。それを収容する
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には４０クラス必要です。 

保健室が足りないように思います。東小学校の保健室と陽光台の保健室が

余り変わらないのも如何なものかと思います。１，０００人超えると小学

校では大変です。早く学校を造らなければと思います。 

（仮称）富士見ヶ丘小学校ですが、平成３０年４月開校を遅くれる事の無

い様に対応しています。また早める事も出来ないので。一年早く出来れば

良いのですが。 

増減推計＋９にしてありますがこれも変わる場合もありますよね。 

余裕数が少ししかありません。Ｂ案にした場合、Ａ案の駐車場の一部を利

用することも出来ます。プレハブも１年間なので余計に造るわけにもいき

ません。 

増えない事もあります。造っても使わなくて済む場合もあります。上の学

年は＋９は増えないと思います。 

みらい平の人口推移のピークは平成３２．３年だったのではないでしょう

か。まだまだ、若い夫婦の転入もあるのではないでしょうか。 

経験則ですることは出来ないので、来年の推計を今出していてもその通り

になるのか。職員が推計を出していますが専門家にも出してもらうように

してあります。 

それはいつわかりますか。 

あと１週間くらいだと思います。Ｂ案であれば改造した後も会議室等で利

用することが出来る。Ａ案は９，０００万近く使いますが１年限りで何も

残らない。皆さんのご意見をお伺いして議会等にも説明をして予算を獲得

して行きたいと思っています。 

先程、保健室の事が出ましたが現在の陽光台小の使用状況をお聞きしたい。 

小学校は中学校程使用しません。 

安心しました。 

Ｈ２７年度も不便を強いられている学年もあります。 

Ｂ案で行くとして場所的に気になるところはありますか。 

みらいテラスは暗いような気がします。 

陽光台小はここが一番使用されていない。体育館と校舎の間にあり外です。 

展望が良くないです。 

体育館ギャラリーはどうでしょうか。音がうるさいのではないでしょうか。 

急場をしのぐという事では仕方ないのでしょうか。 

よろしいでしょうか。それでは事務局案のＢ案を中心に更に詰めていくと

いう事でよろしいでしょうか。 

異議なし。 

続きまして、報告第９号「区域外就学について」説明お願いします。 

報告第９号「区域外就学について」資料に基づき説明する。 

以下、非公開 



中島委員長 

 

木川生涯学習課長 

中島委員長 

委員 

中島委員長 

 

 

井波教育部長 

 

長塚教育指導室長 

井波教育部長 

直井委員 

 

 

 

 

 

長塚教育指導室長 

 

 

直井委員 

中島委員長 

 

 

 

 

石塚教育長 

 

 

 

 

井波教育部長 

 

小林学校教育課長補佐 
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報告として承りました。個人情報の議案が終了しました。 

続きまして、報告第５号「後援申請について」説明お願いします。 

報告第５号「後援申請について」資料に基づき説明する。 

質疑を諮る。 

異議なし。 

報告として承りました。 

以上で本日の議事は終了しました。その他につきましては、事務局でお願

いします。 

その他といたしまして、まず、「平成２８年度指導室概要について」お願い

します。 

「平成２８年度指導室概要について」資料に基づき説明する。 

何かございますか。 

私も学校関係者でつくばみらい市にお世話になっていて反省点も踏まえて

なのですが、つくばみらい市の教育重点施策を職員への周知が薄いかなと

思います。市内で取り組んでいることの温度差がかなり職員の中にありま

した。県の教育方針等は職員会議等で報告しますがつくばみらい市の教育

重点施策をこういう方向で進めているという事を各学校で研修の機会を持

った方が良いのではないかと退職してから思いました。 

貴重なご意見ありがとうございました。私も感じていることがあります。 

昨年度は紙ベース４部しか学校に配付しておりませんでした。今年度は紙

ベースと電子データで全職員に配付するように考えております。 

研修を通して市の方向付けを基にして子供の教育に向けてもらいたい。 

小中一貫教育、本年度も本市の独自展開されている。全国的に見ましても

展開がされている。本年度４月現在では１３都道府県２２校開校すると新

聞で確認しました。メリット・デメリットを本市においても咀嚼しながら

やっていけたらと思います。他の地域の事も十分参考にしていけたらと思

います。 

つくば市は３校造る予定があり４校になります。つくば市と行き来があり

参考にやっていけたらと思っています。 

それから、なのはな適応支援教室に新宮先生が研修生として来ております。

待っている支援ではなく、出向いて行く支援。今年度は、谷井田コミセン・

小絹コミセンを利用して週一回移動教室を始めます。補足しました。 

それではよろしいでしょうか。続きまして、「小張小学校存続に関する嘆願

書について」お願いします。 

「小張小学校存続に関する嘆願書について」資料に基づき説明する。 

質疑を諮る。 

市としては、嘆願書を提出した方々の気持ちを尊重する立場なのか、なる

べく市で進めている統廃合の方向に考えているのか。事務局としてはどう

お考えなのか。 
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基本的には尊重したいと思います。統廃合を無理やり進めようとしても。

皆さんの意見を尊重しながらその問題を一つ一つ解決して行って統廃合に

結び付けていく。我々の考えは基本計画に示したとおりの事を最終的には

目標に行っていきます。みらい平地区から分かれて小張小学校に通わせる

ような意見に対して、それが出来るか出来ないのか我々も検討しなければ

ならない。そして話し合って相手も無理なのかどうなのかという事を考え

直して頂く。そのやりとりの後、統合していく考えでいます。 

私が気になるところは小張小学校区で４２％の方が存続に嘆願している。 

この４２％というのは２，７８１人の４２％という意味ですよね。 

はい。 

自由学区にすると小張小の人が陽光台小に来る場合も考えられます。この

嘆願書自体も他のところでも通用する文面になっています。他の学校でも

自分たちが学び親しんだところを残して欲しいという意見です。 

今年の説明会では、無理やりやろうとは思っていません、子供たちが将来

に渡ってどういう所で友達と学んで行く事が良い事なのか、という事を話

して行こうと思っています。 

先日のＰＴＡ連絡協議会の懇親会で役員の方と話をしてみると、ＰＴＡ役

員の方から段階的に解決してこれは進めていくしかないと言っておりまし

た。 

提出された嘆願書につきましても一つの考え方なので尊重させていただい

て、話し合いをしていく。逆に何もないより提出していただいて有難いで

す。今後進めていく。色々な捉え方があります。 

富士見ヶ丘小学校が出来てからになりますよね。 

それでは、続きまして、「小学校運動会について」お願いします。 

「小学校運動会について」出席の確認をお願いします。 

５月２８日（谷井田小・豊小・三島小・東小・福岡小・小絹小） 

２９日（板橋小） 

石塚教育長：数校、中島委員長：小絹小、久下職務代理者：東小、直井委

員：豊小、 

八島委員については後日事務局にて確認する。 

続きまして、「平成２８年度茨城県市町村教育委員会連合会定期総会の開催

予定について」お願いします。 

日程の変更がありました。５／３１→５／３０よろしくお願いします。 

出席は大丈夫でしょうか。 

はい。 

教育委員及び教育委員会職員名簿、平成２８年度教育関係行事予定表を配

付致しました。 

それでは次回の開催について決めさせていただきたい。 

 ５月３０日（月）午前９時００分から 
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５月２７日平成２８年度関東甲信越静市町村教育連合会総会及び研修会集

合時間は何時がよろしいでしょうか 

集合は、伊奈庁舎９時でお願いします。 

最後ですが事務局よりご相談があります。 

傍聴人への情報提供についてですが、今までは資料を全てお渡ししていま

したが、見せないわけではありません。資料の一部有料でということで進

めてよろしいでしょうか 

良いと思います。 

傍聴人が何人来るかわかりませんので用意しておくわけにもいきません。

一部用意して置いて閲覧していただく。必要ならば有料でお渡しするとい

う事でお願いします。 

一つよろしいですか。要保護・準要保護の認定資料にありました、人数の

集計資料は持っていてよろしいですか。 

取扱い注意でお願いします。人数の少ない学校は特定される可能性があり

ますのでよろしくお願いします。 

それでは委員長、閉会の宣言お願いします。 

これで４月の定例教育委員会を閉会します。 

 

上記決議を明確にするため、本議事録を作成する。 

 

平成２８年４月２８日          委 員 長   中 島  正 志 

 

                     教 育 長   石 塚  眞 典 
 


